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◆

自
動
運
転
移
動
サ
ー
ビ
ス
等

の
社
会
実
装
に
向
け
た
環
境
整

備
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対

し
、
全
て
の
地
方
公
共
団
体
が

高
齢
運
転
者
の
免
許
返
納
を
安

心
し
て
推
進
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
自
動
運
転
移
動
サ
ー

ビ
ス
等
の
社
会
実
装
に
向
け
た

環
境
整
備
に
向
け
、
十
分
な
予

算
措
置
や
自
動
運
転
車
両
の
利

活
用
へ
の
環
境
整
備
等
、
次
の

事
項
に
つ
い
て
特
段
の
取
組
を

求
め
る
。
⑴
高
齢
者
の
免
許
返

納
の
促
進
に
伴
う
自
動
運
転
移

動
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
に
お
い

て
、
過
疎
地
域
を
包
含
す
る
地

方
公
共
団
体
に
寄
り
添
う
形

で
、
国
の
相
談
窓
口
の
開
設

や
、
専
門
家
の
派
遣
等
の
伴
走

型
の
支
援
体
制
を
整
え
る
こ

と
。
⑵
自
動
運
転
技
術
の
開
発

が
あ
ら
ゆ
る
メ
ー
カ
ー
で
進
め

ら
れ
て
い
る
中
で
、
自
動
運
転

シ
ス
テ
ム
が
主
体
と
な
っ
て
車

の
操
縦
、
制
御
等
を
行
う
レ
ベ

ル
４
以
上
の
車
両
の
開
発
促
進

と
と
も
に
、
遠
隔
操
作
シ
ス
テ

ム
の
導
入
を
含
め
た
行
政
に
お

け
る
利
活
用
の
仕
組
み
の
検
討

な
ど
、
自
動
運
転
車
両
の
実
用

化
に
向
け
た
環
境
整
備
を
加
速

す
る
こ
と
。

◆

慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患
（
Ｃ
Ｏ

Ｐ
Ｄ
）
の
潜
在
的
な
患
者
に
対

す
る
適
切
な
対
応
を
求
め
る
意

見
書

　

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対

し
、
高
齢
化
が
進
行
す
る
我
が

国
に
お
い
て
、
国
民
に
お
け
る

Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
の
認
知
度
を
高
め
る

と
同
時
に
、
潜
在
的
な
Ｃ
Ｏ
Ｐ

Ｄ
患
者
の
早
期
診
断
と
早
期
治

療
へ
の
取
組
を
強
化
し
、
そ
の

重
症
化
予
防
対
策
を
適
切
に
進

め
る
た
め
に
、
次
の
事
項
に
つ

い
て
特
段
の
対
応
を
求
め
る
。

⑴
地
域
に
お
け
る
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
の

検
査
体
制
の
強
化
⑵
受
診
勧
奨

対
策
及
び
重
症
化
予
防
対
策
の

推
進
⑶
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
に
対
す
る
認

知
度
並
び
に
ヘ
ル
ス
リ
テ
ラ
シ 

ー
の
向
上

◆

訪
問
介
護
の
基
本
報
酬
引
下

げ
の
早
急
な
見
直
し
等
を
求
め

る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対

し
、
次
の
事
項
を
速
や
か
に
実

施
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。
⑴

訪
問
介
護
の
基
本
報
酬
引
下
げ

に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
早
急
に

調
査
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
訪
問
介
護
事
業
者
に
支
援
金 

を
支
給
す
る
こ
と
。そ
の
上
で
、

訪
問
介
護
の
基
本
報
酬
引
下
げ

の
見
直
し
を
含
め
た
介
護
報
酬

の
期
中
改
定
を
行
う
こ
と
。
⑵

処
遇
改
善
加
算
の
引
上
げ
及
び

処
遇
改
善
加
算
が
取
得
で
き
な

い
事
業
所
に
対
す
る
加
算
基
準

の
緩
和
を
実
施
す
る
こ
と
。
⑶

介
護
報
酬
改
定
は
、
単
に
介
護

事
業
経
営
実
態
調
査
に
基
づ
く

サ
ー
ビ
ス
全
体
の
収
支
差
率
で

判
断
せ
ず
、
事
業
規
模
や
地
域

の
実
態
を
踏
ま
え
た
収
支
差
率

を
十
分
踏
ま
え
て
判
断
す
る
こ

と
。
⑷
訪
問
介
護
事
業
所
の
経

営
難
の
原
因
の
１
つ
に
な
っ
て

い
る
人
手
不
足
を
解
消
す
る
た

め
、
介
護
従
事
者
の
さ
ら
な
る

処
遇
改
善
を
行
う
こ
と
。

◆
郵
便
等
投
票
の
対
象
者
を
要

介
護
３
以
上
に
早
期
拡
大
を
す

る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書

　

投
票
権
（
選
挙
権
）
は
、
国

民
主
権
に
お
け
る
重
要
な
権
利

の
一
つ
で
あ
り
、
在
宅
介
護
を

受
け
て
い
る
要
介
護
３
、４
の

認
定
者
の
投
票
権
（
選
挙
権
）

◆
教
育
長
の
任
命
に
つ
い
て

　

松
永　
　

透
氏
（
新
任
）

◆
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て

　

三
瓶　

恭
子
氏
（
新
任
）

◆
総
合
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
委
嘱

に
つ
い
て

　

中
村　

一
郎
氏
（
再
任
）

　

片
桐　

朝
美
氏
（
再
任
）

◆
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び

和
解
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

令
和
６
年
７
月
７
日
午
後
８

時
45
分
ご
ろ
、
東
京
都
知
事
選

挙
の
投
票
事
務
に
係
る
備
品
等

を
投
票
所
か
ら
第
三
庁
舎
に
移

送
す
る
際
、
三
鷹
市
民
セ
ン
タ 

ー
駐
車
場
に
お
い
て
公
用
車
を

転
回
さ
せ
た
際
に
駐
車
中
の
相

手
方
車
両
に
接
触
し
、
相
手
方

車
両
の
一
部
を
破
損
さ
せ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
の
額

を
決
定
す
る
と
と
も
に
和
解
契

約
の
締
結
を
行
う
も
の
で
す
。

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
令
和
５
年
度
三
鷹
市
介
護
サ 

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
令
和
５
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
令
和
５
年
度
三
鷹
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
令
和
５
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
会
計
利
益
剰
余
金
の
処
分

及
び
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

※
以
上
６
件
の
決
算
議
案
に
つ

い
て
は
３
面
に
関
連
記
事
を
掲

載

◆
三
鷹
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
り

被
保
険
者
証
が
廃
止
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る

も
の
で
す
。

第
３
回
定
例
会

可
決
し
た
議
案

市
長
提
出
議
案

議
員
提
出
議
案

条
　
例

人
事
・
そ
の
他

意
見
書（
要
旨
）

補
正
予
算

◆
令
和
６
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
４
億
２
千
680
万
９
千 

円
を
追
加
し
、
総
額
を
837
億
４ 

千
181
万
１
千
円
と
す
る
と
と
も

に
、
債
務
負
担
行
為
の
補
正
を

行
う
も
の
で
す
。
補
正
予
算
の

内
容
は
、
歳
出
予
算
で
は
、
総

務
費
で
、
財
政
調
整
基
金
積
立

金
の
増
額
、
ま
ち
づ
く
り
施
設

整
備
基
金
積
立
金
の
増
額
、
民

生
費
で
、
調
布
基
地
跡
地
福
祉

施
設
整
備
事
業
費
の
減
額
、
健

康
福
祉
基
金
積
立
金
の
増
額
、

乳
幼
児
医
療
費
助
成
事
業
費
の

増
額
、
義
務
教
育
就
学
児
医
療

費
助
成
事
業
費
の
増
額
、
高
校

生
等
医
療
費
助
成
事
業
費
の
増

額
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

助
成
事
業
費
の
増
額
、
子
ど
も 

・
子
育
て
基
金
積
立
金
の
増

額
、
衛
生
費
で
、
高
齢
者
等
予

防
接
種
事
業
費
の
増
額
、
環
境

基
金
積
立
金
の
増
額
を
行
う
も

の
で
す
。歳
入
予
算
で
は
、乳
幼

児
医
療
費
助
成
事
業
費
補
助
金

の
増
額
、
義
務
教
育
就
学
児
医

療
費
助
成
事
業
費
補
助
金
の
増

額
、
高
校
生
等
医
療
費
助
成
事

業
費
補
助
金
の
増
額
、
ひ
と
り

親
家
庭
等
医
療
費
助
成
事
業
費

補
助
金
の
増
額
、
前
年
度
繰
越

金
の
増
額
、
調
布
基
地
跡
地
福

祉
施
設
負
担
金
収
入
の
減
額
、

予
防
接
種
費
負
担
金
収
入
の
増

額
、
新
型
コ
ロ
ナ
定
期
接
種
ワ

ク
チ
ン
確
保
事
業
助
成
金
収
入

の
計
上
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
令
和
６
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、 

そ
れ
ぞ
れ
２
千
922
万
円
を
追
加 

し
、
総
額
を
837
億
７
千
103
万
１ 

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。
補
正

予
算
の
内
容
は
、
歳
出
予
算
で

は
、
民
生
費
で
、
保
育
施
設
等

物
価
高
騰
対
策
支
援
事
業
費
の

増
額
、
衛
生
費
で
、
高
齢
者
等

予
防
接
種
事
業
費
の
増
額
を
行 

う
も
の
で
す
。歳
入
予
算
で
は
、 

保
育
所
等
物
価
高
騰
緊
急
対
策

事
業
費
補
助
金
の
計
上
、
新
型

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
定
期
接
種
特

別
補
助
金
の
計
上
、
財
政
調
整

基
金
と
り
く
ず
し
収
入
の
減

額
、
予
防
接
種
費
負
担
金
収
入

の
増
額
を
行
う
も
の
で
す
。

決
　
算

◆
令
和
５
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

◆
令
和
５
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

も
同
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
権
利
が
事
実
上
制
限

さ
れ
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と

は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
本
市
議
会
は
、
国
会
及
び

政
府
に
対
し
、
郵
便
等
投
票
制

度
の
適
用
対
象
を
、
要
介
護
５

か
ら
要
介
護
３
及
び
４
の
被
保

険
者
に
も
早
期
に
拡
大
す
る
よ

う
強
く
求
め
る
。

◆

当
面
の
間
、
現
行
の
健
康
保

険
証
と
マ
イ
ナ
保
険
証
の
両
立

を
求
め
る
意
見
書

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
連
法
の
改

正
に
よ
り
、
本
年
12
月
２
日
を

も
っ
て
健
康
保
険
証
の
新
規
発

行
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
保
険
証
機

能
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
へ

の
一
本
化
は
、
本
来
取
得
は
任

意
で
あ
る
は
ず
の
カ
ー
ド
取
得

を
事
実
上
義
務
化
す
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
ず
、
い
つ
で
も
ど
こ

で
も
誰
で
も
必
要
な
時
に
医
療

を
受
け
ら
れ
る
我
が
国
の
国
民

皆
保
険
制
度
が
機
能
不
全
に
陥

る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な

い
。
ま
た
、
医
療
現
場
で
は
い

ま
だ
に
カ
ー
ド
に
よ
る
資
格
確

認
が
正
確
に
で
き
な
い
（
機
械

の
故
障
・
誤
作
動
・
ひ
も
づ
け

誤
り
・
登
録
遅
延
な
ど
）
と
い 

っ
た
ト
ラ
ブ
ル
が
後
を
絶
た
な

い
。
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
率 

は
２
０
２
４
年
５
月
時
点
で
も
７ 

・
73
％
に
と
ど
ま
る
な
ど
、
多

く
の
国
民
、
市
民
の
不
安
が
払

拭
さ
れ
て
い
る
と
は
到
底
言
え

な
い
。
こ
の
ま
ま
現
行
の
健
康

保
険
証
を
廃
止
に
す
れ
ば
、
医

療
現
場
は
も
と
よ
り
、
保
険
者

や
自
治
体
な
ど
で
も
大
変
な
混

乱
が
起
こ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ

な
い
も
の
と
考
え
る
。
よ
っ

て
、
本
市
議
会
は
、
政
府
に
対

し
、
当
面
の
間
、
現
行
の
健
康

保
険
証
と
マ
イ
ナ
保
険
証
の
両

立
を
求
め
る
。

◆

教
職
員
定
数
増
と
教
職
員
の

長
時
間
労
働
の
改
善
を
求
め
る

意
見
書

　

深
刻
な
教
職
員
不
足
を
改
善

す
る
た
め
に
は
、
公
立
義
務
教

育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教

職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法

律
を
改
正
し
、
基
礎
定
数
の
改

善
を
優
先
し
て
、
各
学
校
に
配

置
さ
れ
る
教
職
員
の
数
を
増
や

す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま

た
、
教
職
員
を
労
働
基
準
法
の

残
業
規
制
の
対
象
外
と
し
、
長

時
間
労
働
を
野
放
し
に
し
て
き

た
残
業
代
不
支
給
の
仕
組
み
に

手
を
着
け
な
い
ま
ま
、
調
整
額

の
加
算
を
し
て
も
事
態
は
改
善

さ
れ
な
い
。
実
際
に
生
じ
た
時

間
外
勤
務
に
対
し
て
手
当
を
支

給
で
き
る
よ
う
に
給
特
法
（
公

立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教

育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
）
を
改
正
す
る
必
要

が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
学
習
指

導
要
領
に
お
け
る
標
準
授
業
時

数
の
見
直
し
や
、
授
業
の
持
ち

時
間
数
の
上
限
設
定
も
、
答
申

で
は
見
送
り
と
な
り
、
現
場
の

切
実
な
声
を
十
分
に
反
映
し
た

も
の
と
は
言
え
な
い
。
よ
っ

て
、
本
市
議
会
は
、
国
会
及
び

政
府
に
対
し
、
教
育
予
算
を
増

や
し
て
、
教
職
員
定
数
増
の
実

現
と
、
法
的
規
制
に
基
づ
く
長

時
間
労
働
の
改
善
を
一
体
的
に

進
め
る
よ
う
求
め
る
。

◆

米
不
足
へ
の
対
応
を
求
め
る

意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対

し
、
次
の
こ
と
を
要
望
す
る
。

⑴
米
不
足
の
実
態
、
実
情
を
把

握
し
、
関
係
者
の
声
を
聴
く
こ

と
。
⑵
政
府
備
蓄
米
の
活
用
も

含
め
、
生
産
者
団
体
や
流
通
、

小
売
業
界
と
協
力
し
、
店
頭
に

十
分
な
米
が
回
る
よ
う
緊
急
対

策
を
講
ず
る
こ
と
。
こ
れ
に
よ

り
、
生
産
者
に
価
格
の
変
動
に

よ
る
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
な
い

よ
う
対
策
す
る
こ
と
。
⑶
農
家

の
価
格
保
証
や
所
得
補
償
を
抜

本
的
に
充
実
し
、
大
多
数
の
農

業
者
が
安
定
し
て
生
産
を
続
け

ら
れ
る
条
件
を
整
え
る
こ
と
。

⑷
価
格
高
騰
に
よ
り
米
の
小
売

業
者
の
仕
入
れ
資
金
が
不
足
し

て
い
る
。
借
入
条
件
の
優
遇
、

別
枠
融
資
、
利
率
の
軽
減
等
の

緊
急
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

◆

訪
問
介
護
報
酬
及
び
障
が
い

者
の
生
活
介
護
報
酬
の
引
上
げ

を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
要
介
護
高
齢
者
、

障
が
い
者
の
尊
厳
あ
る
生
活
を

崩
壊
さ
せ
な
い
た
め
に
、
次
の

こ
と
を
要
望
す
る
。
⑴
訪
問
介

護
報
酬
、
障
が
い
者
の
生
活
介

護
報
酬
の
引
上
げ
を
行
う
こ

と
。
⑵
利
用
者
負
担
の
増
額
や

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
抑
制
を
招
か

な
い
よ
う
国
庫
補
助
を
大
幅
に

引
き
上
げ
る
こ
と
。

◆

在
日
米
軍
人
・
軍
属
に
よ
る

事
件
・
事
故
の
発
生
時
に
お
け

る
地
元
自
治
体
へ
の
周
知
徹
底

を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
人
権
と
尊
厳
を
守

る
立
場
か
ら
、
在
日
米
軍
人
、

軍
属
に
よ
る
性
犯
罪
に
怒
り
を

持
っ
て
厳
重
抗
議
す
る
と
と
も

に
、
地
方
自
治
の
理
念
に
基
づ

き
次
の
事
項
の
徹
底
、
実
現
を

強
く
求
め
る
。
⑴
１
９
９
７
年

の
日
米
政
府
の
合
意
文
書
の
趣

旨
と
合
意
に
至
っ
た
経
緯
を
再

認
識
し
、
在
日
米
軍
人
、
軍
属

に
よ
る
事
件
、
事
故
の
発
生
の

情
報
を
、
通
報
手
続
に
従
っ

て
、
地
元
自
治
体
に
速
や
か
に

提
供
す
る
体
制
を
再
構
築
す
る

こ
と
。
⑵
外
務
省
は
、
日
米
政

府
が
被
害
者
に
謝
罪
と
充
分
な

補
償
を
遅
滞
な
く
行
う
よ
う
に

責
任
を
持
っ
て
当
た
る
こ
と
。


